
　　　○感染拡大防止の徹底

　　　　・「とくしまスマートライフ宣言」の実践

　　　　・「建設業における新型コロナウイルス感染症の感染予防対策ガイド

　　　　　ライン」の実践　等

　　工事（業務）作業従事者等に感染が疑われる場合，

　　帰国者・接触者相談センターへ連絡

　　　○発注者（各庁舎または各課）に報告

　　　（夜間・休日の場合は、公用携帯に連絡）

　　　○行動記録票より発注者との接触の有無を報告

　　　　⇒　接触している場合は，行動記録票を提出（※）

　　　○保健所等からの指示事項への対応

　　　　・現場事務所等の消毒

　　　　・濃厚接触した可能性がある作業員等への自宅待機　等

　　　○濃厚接触した可能性がある作業員等の行動記録票を確認し，

　　　　発注者との接触の有無を発注者に報告

　　　　⇒　接触している場合は，行動記録票を提出（※）

　　　○感染確認当日以降の工事現場等の閉所を検討

　　　○工事（業務）の再開又は一時中止等の検討

　　　○主任技術者，現場代理人等の交代について検討　　等

※発注者は，個人情報保護に配慮し，適切に取り扱う

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染者等が判明した場合の初動対応フロー

　　発注者へ報告

　　報告後の対応

　　工事（業務）での取組

　　工事（業務）作業従事者等に感染が確認

　　受発注者による協議

別添２


